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豚熱及びアフリカ豚熱は豚及びいのししの特定家畜伝染病であり、豚熱については野生いのしし

における感染拡大が養豚農場への豚熱ウイルスの侵入に大きく関与していることが指摘されてい

る。また、アフリカ豚熱については国内への侵入は無いものの、アジア等で感染が拡大しており、

国内侵入リスクが非常に高い。 

養豚農場での豚熱及びアフリカ豚熱の発生防止と感染リスクの低減のためには、養豚農場におけ

る防疫対策の徹底に加え、「豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針」（令和２年７月１日農林水産

大臣公表。令和６年10月31日一部変更。）及び「アフリカ豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針」

（令和２年７月１日農林水産大臣公表。令和６年10月31日一部変更。）に規定された野生いのしし

の調査を実施する必要がある。 

このため、長野県内に生息する野生いのししにおける豚熱の浸潤状況の把握及び免疫保有状況の

確認をするとともに、アフリカ豚熱の侵入状況を監視・把握するため、本方針により検査を実施す

る。 

 

１ 採材・検査方法 

（１）捕獲いのしし 

ア 検査対象 

（ア）野生いのししの感染確認検査事業によるもの 

県内全域を対象に原則として有害鳥獣捕獲による捕獲いのしし（以下「有害鳥獣捕獲いの

しし」という。）を検査対象として令和７年度年間計画頭数（900頭）の範囲内で抽出する。 

有害鳥獣捕獲いのししからの検体（血液）の採材は、野生いのししの捕獲等に関する専門

的知識・技能を有する団体である、一般社団法人長野県猟友会（以下「県猟友会」とい

う。）へ委託し行う。 

地域毎の検査頭数は、園芸畜産課が地域振興局農業農村支援センター（以下「農業農村支

援センター」という。）、地域振興局林務課（以下「林務課」という。）、家畜保健衛生所

及び県猟友会等と調整し、豚熱に関する県内及び隣県の状況、養豚農家戸数、前年度の検査

実績、地域振興局管内毎の捕獲いのししの有害鳥獣捕獲頭数を踏まえて設定する。 

なお、血液が採材できない個体は検査の対象としない。 

  （イ）その他 

 （ア）の他に、園芸畜産課が必要と認めたもの。 

  イ 採材方法等 

（ア）県は猟友会支部等（以下「捕獲者等」という。）へ採材に必要な資材を送付する。 

（イ）捕獲者等は、野生いのししを捕獲し、採材を行う場合、発見場所を確認し、ハンターマ

ップのメッシュ番号とおおよその位置、地点名、個体の性別・成幼・体長・推定体重等

を「捕獲いのしし調査票」へ記録する。 

（ウ）採材を行うために捕獲いのししを運搬して採材する場合には、血液等が漏出しないよう

にビニール袋等で密封するなど、適切に処置する。 

  （エ）捕獲者等は、感染拡大防止のため、採材時に使用した器具等の消毒を行う。 



  （オ）捕獲者等は、血液を５ミリリットル以上を目安に採材する。 

（カ）捕獲者等は、採材後捕獲された場所や捕獲器具等の消毒を実施するとともに、捕獲いの

ししの死体や解体及び自家消費の残渣を処理する際は、焼却又は埋却により関係法令に

則って適切に処理する。焼却する場合は、焼却施設へ運搬する際に野生いのしし由来の

体液等が飛散しないよう適切に運搬する。埋却する場合は、消石灰又は消毒液を散布す

る等の処置を実施し、野生動物が掘り返したり、風雨等により容易に死骸等が露出しな

い深さに埋却する。 

（キ）捕獲者等は、検体送付前に「捕獲いのしし調査票」の写しを松本家畜保健衛生所へ送付

する。 

  （ク）捕獲者等は開庁日に松本家畜保健衛生所へ検体と「捕獲いのしし調査票」の原本が到着

するよう送付する。 

  （ケ）捕獲者等は必要な書類を取りまとめ、県猟友会へ報告する。 

   ウ 検査項目 

検査項目 検体 検査方法 

豚熱 
抗原検査 血液（血清） ＰＣＲ検査 

抗体検査 血液（血清） ＥＬＩＳＡ検査 

アフリカ豚熱 抗原検査 血液（血清） ＰＣＲ検査 

 

（２）死亡いのしし 

  ア 検査対象 

県内全域を対象に、発見された死亡いのししの全頭を検査対象とする（令和７年度計画頭

数10頭）。 

なお、以下の場合は検査の対象としない。 

① 腐敗、損壊等により、エの検査材料全ての採材が困難な場合 

② 死亡いのししを発見した者等（以下「発見者等」という。）の現地への同行が不可能な

場合 

③ 発見場所が車を駐車できる場所から徒歩で10分以上かかる場合や、身の危険を伴うよう

な地理的条件の場合 

   イ 死亡いのしし発見時の連絡 

 発見者は市町村（猟友会支部等を含む。）に連絡し、市町村は管轄家畜保健衛生所に死亡の

状況を報告する。家畜保健衛生所は、死亡の状況から採材の可否を判断し管轄する農業農村支

援センター及び市町村に連絡する。 

 ウ 採材対応者 

 採材対応者は原則家畜保健衛生所職員とするが、市町村と協議のうえ市町村担当者等が採材

することも可能とする。 

家畜保健衛生所が行う検体の採材は、原則として、平日の午前８時30分から正午までの受付

とする。これ以外の対応については、状況に応じて市町村等と協議して判断する。 

市町村が採材する場合に必要な資材は、検体送付用資材を含め県が用意し配布する（令和６

年５月９日付け通知６園畜号外「死亡いのししの豚熱検査に係る市町村職員採材時の資材につ

いて」を参考にすること）。 

   エ 採材する検体 

 検体は血液、扁桃及び耳介とする。血液は５ml以上、耳介は２～５㎝四方を目安に採取す



る。ただし、採取できない検査材料がある場合は、採取可能なもののみ採取する。なお、市

町村担当者が採材する場合は、耳介のみの採取とする。 

オ 採材方法等 

（ア）家畜保健衛生所が採材する場合は、必要に応じて市町村、猟友会等に採材への協力を

要請の上、採材を実施する。 

（イ）採材者は、発見場所の緯度経度を確認し、地点名、個体の性別・成幼・体長・推定体

重・外傷の有無等を「死亡いのしし調査票」へ記録する。 

（ウ）採材は、原則として、現地で実施する。死亡いのししを運搬して採材する場合には、

血液等が漏出しないようにビニール袋等で密封するなど適切に処置する。 

（エ）採材者は、防護服、長靴、ブーツカバー、手袋を着用する。使用した防護服等は、感

染性廃棄物として適切に処分する。 

（オ）市町村等は、死亡いのししが発見された場所の消毒を実施するとともに、死亡いのし

しを焼却又は埋却により適切に処理する。焼却する場合は、焼却施設へ運搬する際に

野生いのしし由来の体液等が飛散しないよう適切に運搬する。埋却する際は、消石灰

又は消毒液を散布する等の処置を実施し、野生動物が掘り返したり、風雨等により容

易に死骸等が露出しない深さに埋却する。 

（カ）農業農村支援センター、林務課及び家畜保健衛生所は発見された場所や器具等の消

毒、野生いのししの死体の埋却・消毒等を適切に実施するよう指導する。 

（キ）家畜保健衛生所が採取した検体及び「死亡いのしし調査票」は、採材を実施した家畜

保健衛生所から松本家畜保健衛生所へ送付する。市町村職員が採材した場合は、「死

亡いのしし調査票」を管轄家畜保健衛生所に事前に送付したうえで、検体及び「死亡

いのしし調査票」を松本家畜保健衛生所に着払い（ゆうパック）で送付する。 

カ 検査項目 

  

 

 

 

 

２ 検査実施体制 

（１）検査の実施 

検査は松本家畜保健衛生所で実施する。検査実施日は原則水曜日とし、水曜日が祝日等の場

合は、その直前の開庁日に置き換えるものとする。なお、必要に応じて随時検査を実施するこ

とも可能とする。 

（２）検体情報及び検査結果の連絡・公表 

松本家畜保健衛生所は、園芸畜産課へ検査実施予定の検体情報及び検査結果を連絡する。 

園芸畜産課は、農業農村支援センター、家畜保健衛生所及び森林づくり推進課へ検査結果を

連絡する。農業農村支援センターは関係市町村等へ連絡し、森林づくり推進課は地域振興局林

務課へ検査結果を連絡する。また、園芸畜産課は検査結果を原則として毎週木曜日までに県ホ

ームページで公表する。 

また、必要に応じてプレスリリースにより状況を公表する。 

 

検査項目 検体 検査方法 

豚熱 
抗原検査 血液（血清）、扁桃及び耳介 ＰＣＲ検査 

抗体検査 血液（血清） ＥＬＩＳＡ検査 

アフリカ豚熱 抗原検査 血液（血清）、扁桃及び耳介 ＰＣＲ検査 



３ 検査促進費 

園芸畜産課は、検査に供した有害鳥獣捕獲いのししについて、予算の範囲内で、検査に協力した

県猟友会等に対して、原則検査促進費を支払う。 

なお、有害鳥獣捕獲いのししと認められない場合、同一の箱わな等で複数頭同時に捕獲された場

合の成獣及び幼獣各１頭を超える場合、検体量の不足や腐敗等により検査不適となった場合は原則

検査促進費を支払わないものとする。 

４ 留意事項 

（１）園芸畜産課と森林づくり推進課は協議のうえ、豚熱に感染した野生いのししが確認された

地点から概ね半径10kmの範囲で、市町村境、道路、河川等で区切った区域を「感染確認区

域」に、また、感染確認区域以外のすべての市町村等を「感染拡大防止区域」に指定すると

ともに、検査結果に応じてその都度、「野生いのしし豚熱感染状況マップ」を作成（更新）

し公表する。 

（２）農業農村支援センター、林務課及び家畜保健衛生所は、捕獲者等に対し、別紙及び「野生

いのしし豚熱感染状況マップ」により捕獲いのししの取り扱いについて指導するとともに、

その指導にあたっては、市町村の協力を求める。 

（３）検査に供した死亡いのししの埋却に際し、埋却穴の掘削等が必要な場合には、農業農村支

援センター及び林務課が関係市町村と協議し必要に応じて園芸畜産課が予算の範囲内で市町

村などの要望により実施する。 

５ 実施期間 

本検査方針による対応は、令和７年４月１日から令和８年３月31日までとする。 

６ その他 

本検査方針は、野生いのししの感染状況や免疫保有状況等に応じて適宜見直しを行うものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙

必要

野生動物が掘り返したり風雨等により容易に捕獲物が露出しないくらいの深さに埋
却する。　※２

捕獲いのししの取扱いについて

　市町村ごとの状況は、最新の「野生いのしし豚熱感染状況マップ」で必ずご確認ください。
　（https://www.pref.nagano.lg.jp/yasei/ton_korera.html）
　また、県外で狩猟を行う場合においては、野生いのししの豚熱感染状況を国ホームページ等で確認し、感染が確
認されている地域では下記の感染確認区域と同様の対応をお願いします。
　（https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/豚熱/domestic.html）

必　要　※１

不要

　区分 感染確認区域 感染拡大防止区域

　豚熱感染確認地点を中心に半径10
㎞程度の範囲とし、市町村境、道路、
河川等で区切った区域。

左記以外の
県内全ての区域

捕
獲
個
体
の
利
用

エ　リ　ア

※３　いのししの肉を自宅等に持ち帰る場合、捕獲現場または現場付近の解体施設でいのししを解体した上で、いのしし肉の
みを容器で密封した状態で持ち帰ること。また、調理時の交差汚染を防ぐため、容器は洗浄・消毒の上、適切に廃棄すること。
　なお、生肉を冷凍保存した場合でも、ウイルスが残存していることから、上記同様に取り扱うこと。

※２　感染拡大の防止に配慮するとともに「鳥獣保護管理法第18条」に準拠した対応。

　　　　　　　　　　　 可　能　※３
　解体残渣は、適切に処分を行い、い
のしし及び肉、内臓、血液等は感染確
認区域外に持ち出さないこと

可　能　※３

埋却物・残渣

靴、車両、捕獲器具等

消
毒
対
応

他人への譲渡

肉等の流通

自家消費

※１　交差汚染防止のため捕獲場所周辺、靴、車両、捕獲器具等の消毒を十分に実施する。死体を埋却する場合には、死体
に消石灰又は消毒液を散布するなど可能な限り交差汚染防止対策に努める。
　なお、死体を運搬する場合には、血液等が漏出しないようにビニール袋等で密閉する等適切に処置し、仮に血液等が漏出し
た場合は消毒する等の防疫措置を行いうこと。また、捕獲いのししを解体施設等に搬入する場合は、交差汚染を防ぐため、解
体前後で施設・器具等の洗浄・消毒を実施するなど交差汚染が起こらないよう適切に処理すること。

可　能自　粛

埋設方法


